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はじめに

第334回の委員会では、土地建物を購入し
た買主が、購入土地の不同沈下による建物の
傾き等の瑕疵について、故意又は過失により
これを告げなかったことは不法行為を構成す
る旨主張して、売主らに対して不法行為に基
づく損害賠償金等の支払いを求めた事案（福
岡高裁 令和３年11月４日和解）を取り上げ
た。

＜事案の概要＞

土地建物の売買契約をした買主が、売主で
ある宅地建物取引業者、同社代表者及び建物
補修工事を担当した手間賃大工に対し、購入
した土地の不同沈下、不同沈下による土地上
の建物の傾き等の瑕疵があるにもかかわら
ず、故意又は過失によりこれを買主に告げな
かったことは不法行為を構成する旨主張し
て、売主らに対して不法行為に基づく損害賠
償金等の支払いを求め、第一審では、本件売
買契約及び本件土地建物には、民法570条所
定の「瑕疵」が存在し、売主らは、買主に対
し、本件不法行為によって生じた損害を賠償

する責任を負うものというべきである。ただ
し、手間賃大工については、買主と直接の法
律関係に立つものではなく、買主の主張に係
る義務を負うものではないから、責任原因は
ない。また、買主が本件土地建物を居住・使
用していた利益については、損益相殺的な調
整の対象として売主らの損害額から控除する
のが相当として、買主が請求した損害額のう
ち、慰謝料を除いた金額から、居住、使用利
益相当額を控除した金額の支払いを売主らに
命じた。
これを不服とした売主らは控訴し、買主も

付帯控訴をしたが、裁判所から和解勧告がさ
れ、和解合意がなされた。

委員会では、買主の居住使用利益の認定、
地盤沈下対応の採用工法、危険負担条項にお
ける修補・解約の判断基準、仲介会社として
の責任範囲等について、意見交換が行われた。
詳細は「委員会における指摘事項」（135頁）
を参照していただきたい。

また、委員会に先立ち行われたワーキング
グループ（不動産業者、行政庁等で構成）で

〈不動産取引紛争事例等調査研究委員会（第334回）検討報告〉
建築基準法に適合しない土地及び建物は瑕疵にあたるとして売
主に支払いを命じた損害賠償額について買主の居住使用利益分
の損益相殺が認められた事例

＜損害賠償請求事件＞
◎第一審 宮崎地裁 令和２年１月31日判決
 平28（ワ）10号・平29（ワ）71号 ウエストロー・ジャパン
　控訴審 福岡高裁 令和３年11月４日和解
 令２（ネ）33号 判例集未登載

調査研究部
（調査役：大嶺 優）
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は、本事例を踏まえ、地盤沈下や建物傾斜へ
の実務対応状況、紛争防止のためのインスペ
クションの実施状況等についての報告がなさ
れたので、その一部を紹介する。

＜ワーキング意見＞

○地盤沈下等の調査について
・目視の範囲で外壁のクラック、扉の建付け
等をチェックし、疑わしい場合は水平器で
の簡易測定（スマートフォンアプリは精度
に欠けるので使用禁止）、売主への異常が
無いかのヒアリングを行い、地盤沈下、建
物傾斜が疑われる場合は、専門機関による
調査を勧めるという意見であった。
・仲介会社としては、目視調査、売主ヒアリ
ング（営業担当の感覚によるところもある）
が限界ではないかと思うという意見が多か
った。
・地盤については、各営業所で担当エリア内
の地盤の危ない場所は押さえているとの意
見もあった。
○紛争解決のためのインスペクションの利用
状況について
・インスペクション制度についての案内はし
ている。
・仲介業者のサービスメニューとしての建物
調査はそれなりの利用状況となっている
が、当事者自らが費用負担する業法上のイ
ンスペクションを行うケースはそれ程多く
は無い。
○国土交通省担当者意見
・本件のような事案で、行政に申立てがあっ
た場合は、宅地建物取引業法に違反してい
るのかという観点で、どのような調査・説
明をしているのか（仲介業務としてやるべ
き対応をしているか）を確認し、業法違反
にあたるということであれば、処分の判断
をする。

1 ．委員会資料

＜当事者＞
［原告］
Ｘ：買主（個人）

［被告］
Ｙ１（被告会社）：売主（宅建業者）
Ｙ２：Ｙ１代表者
Ｙ３：手間賃大工（Ｙ１の工事委託先）

［関係者］
Ａ：本件土地建物隣人
Ｂ：仲介会社担当者
Ｃ：仲介会社宅地建物取引士
ａ社： 本件土地建物の元所有会社（モデル

ハウスとして使用）
ｃ社：本契約仲介会社

＜判決の内容＞
［主文］
≪第一審≫
１　被告会社及び被告Ｙ２は、原告に対し、
連帯して1008万5500円及びこれに対する平
成21年７月30日から支払済みまで年５分の
割合による金員を支払え。

２　原告のその余の主位的請求をいずれも棄
却する。

３　訴訟費用の負担は、次の⑴及び⑵のとお
りとする。
⑴　原告に生じた費用の３分の１及び被告
Ｙ３に生じた費用は、原告の負担とする。

⑵　原告に生じたその余の費用並びに被告
会社及び及び被告Ｙ２に生じた費用は、
これを４分した上、その１を原告の負担
とし、その余を被告会社及び被告Ｙ２の
負担とする。

４　この判決は、主文１項に限り、仮に執行
することができる。

≪控訴審≫
和解成立
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［請求］
≪第一審≫
１　主位的請求
被告らは、原告に対し、連帯して1298万

4675円及びこれに対する平成21年７月30日か
ら支払済みまで年５分の割合による金員を支
払え。
２　予備的請求
被告会社は、原告に対し、次の⑴ないし⑶

の金員を支払え。
⑴　20万円及びこれに対する平成21年６月
17日から支払済みまで年５分の割合によ
る金員
⑵　640万円及びこれに対する平成21年７
月30日から支払済みまで年５分の割合に
よる金員
⑶　420万4250円及びこれに対する平成28
年２月19日から支払済みまで年５分の割
合による金員

≪控訴趣旨≫
１　原判決中控訴人ら敗訴部分を取り消す。
上記取消部分に係る被控訴人の請求をいず
れも棄却する。

２　附帯控訴の棄却申立て
≪付帯控訴趣旨≫
１　原判決中附帯控訴人敗訴部分を取り消す
２　附帯被控訴人らは附帯控訴人に対し、連
帯して1386万3901円及びこれに対する平成
21年７月30日から支払済みまで年５分の割
合による金員を支払え

３　訴訟費用は第一、第二審とも附帯被控訴
人の負担とする。

４　仮執行宣言
［裁判所の判断］
１　本件瑕疵の有無について
⑴　本件売買契約は、Ｘが居住用不動産を
購入することを目的として締結されたも
のであるところ、居住用不動産に関して

建築基準法（昭和25年法律第201号）、建
築基準法施行令（昭和25年号外政令第
338号）、建築物の基礎の構造方法及び構
造計算の基準を定める告示（平成12年建
設省告示第1347号）等の各法令（以下「建
築基準法令」という。）により各種の規
制がされていることに照らせば、不動産
売買契約においては、通常、目的物であ
る不動産が建築基準法令に適合している
ことが予定されているというべきであっ
て、建築基準法令に適合しない不動産は、
特段の事情が存在しない限り、民法570
条所定の「瑕疵」が存在するものという
べきである。
建築基準法20条は、建築物が安全上必

要な構造方法に関して政令で定める技術
的基準に適合することを要求しており、
これを受けて、建築基準法施行令93条た
だし書は、地盤が粘土質地盤の場合にお
ける長期に生ずる力に対する許容応力度
を20kN（キロニュートン）／㎡と定め
ている。本件土地は、河岸段丘面上に存
する、地質が沖積層で粘性土層の宅地で
あるところ、平成27年４月２日にスウェ
ーデン式サウンディング試験により行わ
れた地盤調査の結果、長期許容応力度を
大幅に下回る許容支持力０kN／㎡の地
盤が多数存在することが判明しているこ
とに照らせば、本件土地は、地盤調査が
行われた平成27年４月２日当時、建築基
準法令に適合しない土地であったものと
認められ、かつ、地震や地殻変動等の自
然現象もないのに地質が突如として変化
することは経験則上あり得ないことに照
らせば、本件土地は、本件売買契約が締
結された平成21年６月17日当時において
も、建築基準法令に適合しない土地であ
ったということができる。
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また、建築基準法施行令38条は、建築
物の基礎は、建築物に作用する荷重及び
外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の
沈下又は変形に対して構造耐力上安全な
ものとしなければならないと定めてい
る。本件建物は、平成４年12月頃に建築
された木造セメント瓦葺平家建の建物で
あって、基礎は布コンクリート基礎であ
るところ、布基礎は地盤耐力が大きい地
盤の場合に用いられるものであることに
照らせば、本件建物は、本件売買契約締
結当時、本件土地の地盤が軟弱であるこ
とと相まって構造耐力が不足しており、
建築基準法令に適合しない建物であった
ということができる。
以上によれば、本件土地建物は、本件
売買契約締結当時、建築基準法令に適合
しない不動産であったというべきとこ
ろ、本件売買契約においては、本件土地
建物が建築基準法令に適合しないもので
あることを考慮して代金が定められたな
どの事情は特にうかがえず、上記にいう
特段の事情が存在するものとは認められ
ない。
以上によれば、本件売買契約及び本件
土地建物には、民法570条所定の「瑕疵」
が存在するものというべきである。
⑵　これに対し、Ｙ１らは、本件売買契約
当時においては、本件土地建物に地盤沈
下及びその兆候がみられなかったことを
理由に、民法570条所定の「瑕疵」は存
在しない旨主張する。
しかしながら、上記⑴のとおり、本件
売買契約及び本件土地建物に民法570条
所定の「瑕疵」が存在するかどうかは、
本件土地建物につき地盤沈下が現実に生
じているかどうかではなく、本件土地建
物が建築基準法令に適合しないものであ

るかどうかによって判断すべきものであ
るから、Ｙ１らの主張は前提を欠くもの
である上、本件建物には、本件売買契約
締結前に、床束に接ぎ木がされた跡が存
していたほか、Ｙ３が本件建物の土台を
ジャッキアップして土台と基礎との間に
コンクリートを注入するなどしており、
また、本件売買契約締結後引渡前に、
Ｙ３が本件建物の床下の束石と床束の間
や土台と基礎との隙間にくさびを打つな
どしていたもので、これらは本件土地の
地盤が沈下していたことをうかがわせる
兆候にほかならないから、Ｙ１らの上記
主張は採用することができない。

⑶　なお、Ｙ１が本件土地建物の所有権を
取得した宮崎地方裁判所都城支部平成18
年（ケ）第62号担保不動産競売事件にお
いては、現況調査報告書及び評価書には、
本件土地の地質や地盤沈下に関する言及
はされていないが、上記事件において執
行官や評価人が地質調査を行っているわ
けではないから、上記をもって本件土地
の地盤や本件建物の基礎が建築基準法令
に適合するものであることが保証されて
いることにはならず、したがって、本件
瑕疵の存在を否定するものではない。

⑷　以上によれば、争点１に関するＸの主
張は、理由がある。

２　被告らによる不法行為の成否について
⑴　被告会社らの責任原因
前記２⑴判示のとおり、本件土地建物

には、本件土地の地盤が軟弱であること
に由来して、本件売買契約締結当時、建
築基準法令に適合しない不動産であると
いう瑕疵が存在していたところ、本件土
地建物が建築基準法令に適合しない不動
産であることについて、本件売買契約締
結当時においてＹ１らがこれを具体的に
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認識していた様子は、証拠上特にうかが
えない。
しかしながら、前記３⑵判示のとおり、
本件建物には、本件売買契約締結前に、
床束に接ぎ木がされた跡が存していたほ
か、Ｙ３が本件建物の土台をジャッキア
ップして土台と基礎との間にコンクリー
トを注入するなどしており、また、本件
売買契約締結後引渡前に、Ｙ３が本件建
物の床下の束石と床束の間や土台と基礎
との隙間にくさびを打つなどしていたも
ので、これらは本件土地の地盤が沈下し
ていたことをうかがわせる兆候にほかな
らず、かつ、これらの事象は、本件土地
の地盤軟弱性及び本件建物の構造耐力不
足という瑕疵原因の存在を推認させるも
のといえる。
そして、Ｙ２は、本件建物の床下の状
況やＹ３が行った工事の内容について、
Ｙ３から報告を受けていたものであり、
これに反するＹ２の陳述及び供述は採用
することができない。
居住用不動産の売買契約においては、
対象目的物となる土地の地盤や建物の構
造耐力が十分なものであるかどうかは買
主の判断に重要な影響を与える事情に当
たることが明らかであり、したがって、
本件売買契約を締結して本件土地建物を
引き渡すに当たり、Ｙ１は、本件土地建
物の売主及び宅地建物取引業者として、
Ｙ２は、Ｙ１の代表者として、本件売買
の買主であるＸに対し、自らが認識して
いた本件瑕疵現象の存在を告知すべき信
義則上の義務をそれぞれ負っていたもの
というべきである。
しかるに、Ｙ１らは、本件売買契約の
締結時及び本件土地建物の引渡時におい
て、Ｘに対して本件瑕疵現象の存在を告

知せず、上記告知義務を怠ったものであ
るから、Ｙ１らの上記行為は不法行為を
構成し、したがって、Ｙ１らは、Ｘに対
し、本件不法行為によって生じた損害を
賠償する責任を負うものというべきであ
る。

⑵　Ｙ３の責任原因
Ｘは、Ｙ３がＹ１の履行補助者的地位

に立つ者であることを理由に、当該地位
に基づいて、Ｘに対し、本件瑕疵現象を
調査し説明すべき信義則上の義務を負っ
ていた旨主張する。
しかしながら、Ｙ３は、Ｙ１から家屋

の立て付けや歪みの補正に関する仕事を
請け負っていた業者であり、本件土地建
物に関しても、本件売買契約締結以前か
らＹ１との間で個別の請負契約を締結し
て調査や修補を行っていたものであっ
て、Ｙ３がＹ１との間で被用者と同視し
得るような指揮命令関係に属していたも
のということはできず、本件売買契約上
の売主の義務を履行する目的でＹ１が
Ｙ３との間で請負契約を締結したという
事情も認められない。したがって、Ｙ３
がＹ１の履行補助者に該当するものとい
うことはできない。
なお、本件売買契約締結前に、Ｙ３が、

Ｘに対し、本件土地建物について「ここ
は問題ない。なんかあったら面倒みるか
ら。」という趣旨の発言をしたことはあ
るが、これをもってＹ３がＸに対し、前
記⑴判示に係るＹ１らのＸに対する告知
義務や損害賠償債務について、併存的に
債務を引き受けたものと認めることはで
きない。
以上によれば、Ｙ３は、Ｘと直接の法

律関係に立つものではなく、Ｘに対する
関係においてＸ主張に係る義務を負うも
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のではないから、Ｙ３につき責任原因が
あるものとは認められない。
⑶　小括
以上によれば、争点２に関するＸの主

張は，前記⑴の限度で理由がある。
３　Ｘの損害額について
⑴　検討
前記の判示によれば、Ｘは、Ｙ１らの

した本件不法行為により、本件瑕疵があ
る本件土地建物につき本件売買契約を締
結しその引渡しを受けた結果、損害を被
ったものと認められる。
前提事実及び認定事実並びに証拠及び

弁論の全趣旨によれば、Ｘの被った損害
の額は、次のとおりであると認められる。
ア　売買代金額　660万
イ　リフォーム代（ｃ社に対する支払）
　115万8095円
ウ　登記料（司法書士Ｄに対する支払）
　９万1685円
エ　仲介手数料（ｃ社に対する支払）
　27万900円
オ　委託手数料（宮銀保証株式会社に対
する支払）　５万2500円

カ　保証料（宮銀保証株式会社に対する
支払）　９万4761円
キ　火災保険料（ニッセイ同和損害保険
株式会社に対する支払）　45万2100円

ク　借入利息（平成30年７月分まで）
　131万2042円
ケ　固定資産税（平成30年７月分まで）
　17万7567円
コ　代替建物の敷金及び賃借料
　59万4600円
サ　慰謝料　０円
本件不法行為は、Ｘの財産権を被害法

益とするものであるところ、当該財産権
に相当する賠償を受けることにより損害

が回復されるものであって、本件記録に
顕れた一切の事情によるも、上記を超え
て精神的損害が生じたものとは認められ
ない。
この点、Ｙ２は、担当大工をＹ３から

変更するよう求めるＸの申入れを拒絶し
ているが、Ｘが上記申入れをしたのは、
Ｙ３が疎遠になっていた父方親族である
ことを理由とするものであり、本件土地
建物についてＹ３が行った調査等の内容
に関し原告が不審を抱いたことを理由と
するものではないから、Ｙ２の上記対応
をもってＹ１らにつき本件瑕疵の存在を
殊更に隠蔽しようとする意図があったと
認めることはできず、慰謝料の発生を基
礎付ける事由とはいえない。
なお、Ｘが平成30年８月７日付け訴え

の変更申立書３頁において援用する東京
地方裁判所平成13年６月27日判決は、不
動産仲介業者の担当者が、売主から交付
された地盤調査報告書により、不動産売
買契約の締結前に目的不動産が軟弱地盤
であることを認識していた事例に関する
ものであり、本件とは事案を異にする。
シ　以上合計　1080万4250円

⑵　Ｙ１らの主張について
ア　Ｙ１らは、Ｘが、本人尋問において、
本件瑕疵の修補に関して取った相見積
りの額は100万円である旨供述してい
ることを理由に、本件瑕疵の修補に要
する費用は100万円が相当であり、ひ
いては上記金額がＸの損害額となる旨
主張する。
しかしながら、Ｘ供述によれば、相

見積りをした業者は地盤調査を行って
いないというのであり、したがって、
相見積りの金額は、本件土地の地盤軟
弱性及び本件建物の構造耐力不足の改
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善を工事内容として定められたもので
はないと解されるから、本件瑕疵を修
補するのに十分な額であるとはいえ
ず、Ｙ１らの主張は採用することがで
きない。
イ　Ｙ１らの主張中には、本件瑕疵の修
補に要する費用の額は、ａ社作成の見
積書に係る見積額108万1264円又は浜
川建設作成の見積書に係る見積額148
万4185円を超えるものではないから、
Ｘの損害額は上記金額を超えるもので
はない旨をいう部分が存在する。
しかしながら、特定非営利活動法人
住宅地盤品質協会作成の「小規模建築
物の沈下修復方法の手引き」には、沈
下修復方法として、①耐圧版工法、②
鋼管圧入工法、③ブロック圧入工法、
④薬液等注入工法、が挙げられている
ところ、ａ社見積書及び浜川建設見積
書に係る工事が上記①～④の工法に該
当するものであることを認めるに足り
る証拠は提出されておらず、ａ社見積
書及び浜川建設見積書の見積額が本件
瑕疵を修補するのに十分な額であると
は認められない。
なお、Ｙ１らの主張中には、ａ社見
積書に係る工事はRES－Ｐ工法に係る
ものであり、本件土地建物の地盤沈下
を抜本的に解決することが可能である
旨をいう部分が存在する。
しかしながら、RES－Ｐ工法を用い
る際には、適用建築物、適用基礎構造
及び適用地盤に該当することが必要で
あり、かつ、配置するパイプにつき１
本当たりが負担する地盤の面積が定め
られているところ、ａ社見積書に係る
工事の内容が上記を満たすものである
ことを認めるに足りる証拠は提出され

ておらず、ａ社見積書に係る工事が
RES－Ｐ工法に係るものとは認められ
ない。

ウ　また、Ｙ１らの主張中には、株式会
社ソリディジャパン作成の見積書を援
用して、ソリディジャパン見積書に係
る工事は、薬液等注入工法に鋼管圧入
工法の性質を兼ね備えたソリディ工法
を内容とするものであるところ、ソリ
ディジャパン見積書に係る見積額は
378万円（税別）であるから、本件瑕
疵の修補に要する費用の額ひいてはＸ
の損害額は上記金額を超えるものでは
ない旨をいう部分が存在する。
しかしながら、地盤調査報告書によ

れば、本件土地には、部分的に現状地
盤－６．50ｍ付近まで1.00kN以下の自
沈層を含む軟弱地盤があり、中には長
期許容応力度を大幅に下回る許容支持
力０kN／㎡の地盤が多数存在すると
ころ、ソリディジャパン見積書に係る
工事は、薬剤注入の注入深度が3.5ｍ、
注入率が５％とされており、これによ
って地盤調査報告書で指摘された地盤
の軟弱性が抜本的に改善されるかどう
かは証拠上明らかではない。

⑶　小括
以上によれば、争点３に関するＸの主

張は、前記⑴の限度で理由がある。
４　過失相殺について
Ｙ１らは、Ｘが、本件土地建物につき本

件瑕疵とは関係のないリフォーム等を求め
るとともに、高額な金員の支払を請求し続
け、Ｙ１との話し合いに応じようとしなか
ったことを理由に、Ｘの損害について過失
相殺をすべきである旨主張する。
この点、ＸがＹ１に対して本件土地建物

の補修を求める内容を記載したメモには、
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「風呂場の交換（１坪タイプに）」、「子供部
屋の押し入れの撤去」など、本件瑕疵に由
来するものではないことが明らかなものも
含まれているが、ＸとＹ１との間の紛争は、
Ｘが、Ｙ１に対して、大和ハウスリフォー
ム見積書に依拠した工事費用の支払を求め
たのに対し、Ｙ１が高額であるとしてその
申出を拒絶したことによるものであり、本
件瑕疵に由来しない修補を求めたことによ
ってＸとＹ１との紛争が遷延した様子は特
にうかがえない。また、Ｘが、Ｙ１に対し
て、大和ハウスリフォーム見積書に依拠し
た工事費用の支払を求めたことについて
も、大和ハウスリフォーム見積書の見積額
が不当に高額なものとはいえないことは、
前記５⑵判示のとおりである。
以上によれば、本件不法行為によってＸ
が被った損害につき、過失相殺すべき事情
があるものとは認められないから、争点４
に関するＹ１らの主張は理由がない。
５　損益相殺について
⑴　Ｘは、平成21年７月30日頃にＹ１から
引渡しを受けて本件土地建物への居住を
開始しているため、Ｘが本件土地建物を
居住・使用していた利益につき、損益相
殺ないし損益相殺的な調整の対象として
Ｘの損害額から控除すべきかどうかが問
題になる。
この点、売買の目的物である新築建物

に重大な瑕疵がありこれを建て替えざる
を得ない場合において、当該瑕疵が構造
耐力上の安全性にかかわるものであるた
め建物が倒壊する具体的なおそれがある
など、社会通念上、建物自体が社会経済
的な価値を有しないと評価すべきもので
あるときには、上記建物の買主がこれに
居住していたという利益については、当
該買主からの工事施工者等に対する不法

行為に基づく建て替え費用相当額の損害
賠償請求において損益相殺ないし損益相
殺的な調整の対象として損害額から控除
することはできない（最高裁平成21年
（受）第1742号同22年６月17日第一小法
廷判決・民集64巻４号1197頁参照）。
これを本件についてみると、前記３判

示のとおり、本件土地建物には本件土地
の地盤軟弱性及び本件建物の構造耐力不
足のために建築基準法令に適合しない瑕
疵が存在しており、また、地盤沈下の徴
表となる現象（本件瑕疵現象）が生じて
いたことは事実である。しかし、他方に
おいて、①本件建物は、平成４年12月頃
に建築された中古建物であって、新築建
物ではないこと、②地盤軟弱性という本
件土地の瑕疵は、Ｙ１らの行為によって
生じたものではなく、また、本件建物は、
ａ社が建築したものであって、Ｙ１は、
本件土地建物の所有権を競売手続におい
て落札したにとどまり、構造耐力不足と
いう本件建物の瑕疵についても、Ｙ１ら
の行為によって生じたものではないこ
と、③本件建物が建築された平成４年12
月頃から本件売買契約が締結された平成
21年６月までの間には、16年以上の期間
が経過しているが、その間本件建物が倒
壊する具体的なおそれが生じていたもの
と認めるに足りる証拠は存在せず、本件
建物が社会通念上社会経済的な価値を有
しないと評価すべきものであるまではい
えないこと、などの事情も指摘すること
ができる。以上の事情を考え併せると、
本件においては、Ｘが本件土地建物を居
住・使用していた利益については、損益
相殺的な調整の対象としてＸの損害額か
ら控除するのが相当である。

⑵　そこで、前記⑴判示の損益相殺的調整
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の対象となる期間が問題になるところ、
Ｘは、平成28年７月１日に、家族ととも
に本件土地建物から頭書住所地の市営住
宅に転居しているが、家財道具の一部を
本件土地建物に残したまま、転居後も本
件土地建物を使用していること、に照ら
すと、本件土地建物の引渡しを受けた平
成21年７月から本件口頭弁論終結時であ
る令和元年11月までの期間（10年５か月
＝125か月）につき、損益相殺的な調整
をするのが相当である。
⑶　損益相殺的調整の対象となる受益の額
（月額）につき、Ｙ１らは、月額５万円
が相当である旨主張し、Ｙ２は、陳述書
及び本人尋問において、上記主張に沿う
陳述及び供述をするが、その算出過程及
び基礎数値並びにそれらの裏付けとなる
証拠を明らかにしていないため、Ｙ１ら
の上記主張及びこれに沿う証拠は採用す
ることができない。他方、Ｘは、所得税
基本通達36－41、36－45に基づき、使用
人に社宅を賃貸した場合における賃貸料
相当額によって上記受益の額を定めるべ
きである旨主張するが、上記基本通達は
給与等とされる経済的利益の評価に関す
るものであり、そこにいう賃貸料相当額
は使用者と使用人との特殊な関係に基づ
いて低額に定められるのが通常であると
考えられるから、Ｘ主張の計算方法によ
って受益の額を定めるのも相当ではな
い。
本件においては、Ｘが本件土地建物を
居住・使用していた利益につき、不動産
鑑定士の評価書等の資料が提出されてい
ないため、これを正確に把握することは
困難な面があるが、当裁判所は、民訴法
248条の法意を参照して、本件土地建物
の基礎価格につき、本件売買契約の代金

額660万円を基に、本件瑕疵の内容及び
程度を考慮してその50％とした上、期待
利回り率を年５％として、Ｘが本件土地
建物を居住・使用していた利益の額（月
額）につき、660万円×50％×５％÷12
か月＝１万3750円と算定する。

⑷　上記⑶の月額に前記⑵の期間を乗じる
と、損益相殺的調整の対象となる受益の
額（総額）は、１万3750円×125か月＝
171万8750円となる。
以上によれば、損益相殺的調整後のＸ

の損害額は、1080万4250円－171万8750
円＝908万5500円となる。

６　弁護士費用の額について
Ｘがその権利実現のため訴訟の提起及び

追行を弁護士に委任したことは、当裁判所
に顕著な事実であるところ、本件事案の内
容、審理経過、立証活動の難易、認容額そ
の他弁論に顕れた諸般の事情を考慮する
と、Ｘが本件訴訟の追行に要した弁護士費
用のうち本件不法行為と相当因果関係のあ
る損害額は、100万円が相当と認める。
以上によれば、主位的請求に係るＸの総

損害額は、908万5500円＋100万円＝1008万
5500円となる。

７　結論
以上によれば、Ｘの主位的請求は、Ｙ１

らに対し、連帯して1008万5500円及びこれ
に対する平成21年７月30日から支払済みま
で民法所定の年５分の割合による遅延損害
金の支払を求める限度で理由があるから認
容し、その余はいずれも理由がないから棄
却することとし、主文のとおり判決する（な
お、前記損益相殺的調整は予備的請求にも
妥当するところ、予備的請求に係る請求額
から損益相殺的調整すべき受益の総額を差
し引いた額は，上記の主位的請求に係る認
容額を下回る〔元金額・1080万4250円－
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171万8750円＝908万5500円〕から、予備的
請求については判断する必要がない。）
※ 控訴審における和解勧告による和解金額
1039万円

2 ．委員会における指摘事項

○損害賠償額の認定において、買主が居住・
使用していた利益について損益相殺的な調
整の対象として損害額から控除するのが相
当とされた理由について
・物件自体が使用できる範囲内であれば、使
用した利益を認めるほうが正論ではないか
と思われる。
・最高裁判例は、新築で住むことも難しく、
使用利益を認めると、訴訟期間が延びるこ
とにより被害を受けた消費者に不利となる
事情もあったための判断と思われる。
・控除額自体は、安すぎるのではないかとい
う感じはある。

〇地盤沈下修復の工法として、事案に合わせ
て相当である工法の判断は何が重要視され
るものか
・事案ごとの個別事情に合わせての判断であ
ろうが、不相当な負担という中で判断する
のではないか、メリットに対してどれだけ
負担があるかということではないか。

○契約後引渡し前の物件棄損があり、修復か
契約解除かの判断で争いとなった場合、修
復に要する費用がどの程度であれば解除が
認められるものか
・契約条項に従って判断するのが基本である
と思うが、具体的な目安の設定は、難しい
のではないか。
・取得原価等の関係で、修繕をして売却した
場合に売主が損害を被るような支出が要求
されるような場合は、解除が認められると

思われる。

○本事案のようなケースで、仲介会社の調査
義務はどの程度まで求められるか

・仲介会社が、実際にどこまで調査している
のかは逆に知りたい。
建物の専門家ではないので、通常の注意を
もって知り得た範囲という考え方でよいの
ではないかと思われる。

3 ．参考資料

（委員会資料より一部抜粋）

Ⅰ．参考法令等

１．民法
（売主の瑕疵担保責任）
【旧法】第570条
売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、
第五百六十六条の規定を準用する。ただし、
強制競売の場合は、この限りでない。

２．宅地建物取引業法
（業務に関する禁止事項）
第47条　宅地建物取引業者は、その業務に関
して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、
次に掲げる行為をしてはならない。
一　宅地若しくは建物の売買、交換若しくは
貸借の契約の締結について勧誘をするに際
し、又はその契約の申込みの撤回若しくは解
除若しくは宅地建物取引業に関する取引によ
り生じた債権の行使を妨げるため、次のいず
れかに該当する事項について、故意に事実を
告げず、又は不実のことを告げる行為
イ　第三十五条第一項各号又は第二項各号に
掲げる事項

ロ　第三十五条の二各号に掲げる事項
ハ　第三十七条第一項各号又は第二項各号
（第一号を除く。）に掲げる事項
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ニ　イからハまでに掲げるもののほか、宅地
若しくは建物の所在、規模、形質、現在若
しくは将来の利用の制限、環境、交通等の
利便、代金、借賃等の対価の額若しくは支
払方法その他の取引条件又は当該宅地建物
取引業者若しくは取引の関係者の資力若し
くは信用に関する事項であって、宅地建物
取引業者の相手方等の判断に重要な影響を
及ぼすこととなるもの

３．建築基準法
（構造耐力）
第20条　建築物は、自重、積載荷重、積雪荷
重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の
震動及び衝撃に対して安全な構造のものとし
て、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、
それぞれ当該各号に定める基準に適合するも
のでなければならない。

４．建築基準法施行令
（基礎）
第38条　建築物の基礎は、建築物に作用する
荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地
盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全な
ものとしなければならない。
２　建築物には、異なる構造方法による基礎
を併用してはならない。
３　建築物の基礎の構造は、建築物の構造、
形態及び地盤の状況を考慮して国土交通大臣
が定めた構造方法を用いるものとしなければ
ならない。この場合において、高さ十三メー
トル又は延べ面積三千平方メートルを超える
建築物で、当該建築物に作用する荷重が最下
階の床面積一平方メートルにつき百キロニュ
ートンを超えるものにあっては、基礎の底部
（基礎ぐいを使用する場合にあっては、当該
基礎ぐいの先端）を良好な地盤に達すること
としなければならない。

４　前二項の規定は、建築物の基礎について
国土交通大臣が定める基準に従った構造計算
によって構造耐力上安全であることが確かめ
られた場合においては、適用しない。
５　打撃、圧力又は振動により設けられる基
礎ぐいは、それを設ける際に作用する打撃力
その他の外力に対して構造耐力上安全なもの
でなければならない。
６　建築物の基礎に木ぐいを使用する場合に
おいては、その木ぐいは、平家建の木造の建
築物に使用する場合を除き、常水面下にある
ようにしなければならない。
（地盤及び基礎ぐい）
第93条　地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許
容支持力は、国土交通大臣が定める方法によ
って、地盤調査を行い、その結果に基づいて
定めなければならない。ただし、次の表に掲
げる地盤の許容応力度については、地盤の種
類に応じて、それぞれ次の表の数値によるこ
とができる。

Ⅱ．参考裁判例

《最高裁判例》

１．Ｈ22.6.17　最高裁第一小
民集　64- ４-1197　判例タイムズ1326-111

○売買の目的物である新築建物に重大な瑕疵
がありこれを建て替えざるを得ない場合に
おいて、当該瑕疵が構造耐力上の安全性に
かかわるものであるため建物が倒壊する具
体的なおそれがあるなど、社会通念上、建
物自体が社会経済的な価値を有しないと評
価すべきものであるときには、上記建物の
買主がこれに居住していたという利益につ
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いては、当該買主からの工事施行者等に対
する不法行為に基づく建て替え費用相当額
の損害賠償請求において損益相殺ないし損
益相殺的な調整の対象として損害額から控
除することはできないとした事例。

《下級裁判例》

２．Ｈ26.10.30　名古屋高裁
ウエストロー・ジャパン
○買主が、売主から購入した土地及び建物の
いずれにも瑕疵があり、本件土地が地盤沈
下し、本件建物が傾斜したと主張して、瑕
疵担保責任による原状回復請求権、同責任
による損害賠償請求権又は不法行為による
損害賠償請求権に基づき、売主に対し、損
害賠償および遅延損害金の支払を求めた事
案であり、瑕疵担保責任による契約解除は
棄却されたが、瑕疵担保による損害賠償請
求権又は不法行為に基づく損害賠償請求権
の一部を認容した事例
※使用利益については、契約解除が認められ
た場合の主張となっていたため、本件では
採用無し
３．Ｈ13.6.27　東京地裁
ウエストロー・ジャパン
〇土地付建売住宅の売買契約において、地盤
沈下が発生し建物に居住に困難をもたらす
不具合が生じた場合、軟弱地盤であること
は隠れた瑕疵であるとして、売主の瑕疵担
保責任を理由とする契約の解除を認め、軟
弱地盤であることを認識していた仲介会社
に対しては、説明告知義務違反があるとし
て、損害賠償責任を認めた事例。
４．Ｈ19.4.6　東京地裁
ウエストロー・ジャパン
〇被告から土地及び中古木造建物を購入した
原告が、建物に傾斜がありこれは隠れた瑕
疵にあたるとして、被告に対して、瑕疵担

保責任に基づく損害賠償を求めた事案にお
いて、本件建物は、売買契約当時、築16年
が経過した木造建物であったことを考慮し
ても、通常有すべき品質を備えてなかった
ものと評価でき、建物の傾斜は瑕疵にあた
るとしたが、本件免責条項が合意された経
緯に照らすと、本件免責条項は、瑕疵担保
責任の免除を原則としつつ、列挙された瑕
疵に限定して免責の対象外とする趣旨と解
するのが相当であり、建物の傾斜は列挙さ
れた瑕疵のいずれにも該当せず、被告が建
物の傾斜に気づいていたと認めることはで
きないことから、被告は瑕疵担保責任を負
わないとした事例。。

５．Ｈ19.10.18　京都地裁
ウエストロー・ジャパン

○排水路に隣接する一団の土地上に建設され
た11軒の建物に、ひび割れ、傾き等の損傷
が生じたのは、同土地上に建物を建設した
業者が、必要な軟弱地盤対策を怠ったこと
によるとして、業者に地盤改良義務違反の
過失を認め、また、11軒のうち、９軒の建
物については、隣接する場所で市が実施し
た排水路改良工事において、市が不適切な
工法を選択したことにより、建物の損傷が
拡大したとして、市に適切な工法選択義務
違反の過失を認め、業者と市に共同不法行
為が成立するとした事例。

６．Ｈ27.4.10　東京地裁
ウエストロー・ジャパン

○個人売主から住宅用建物を購入した買主ら
が、同建物が傾斜していることから、同建
物を建築した建築会社に対しては、本件傾
斜は敷地の埋戻しを適切に行わなかったこ
とに起因するものであるとして、不法行為
による損害賠償請求権に基づき、売主に対
しては、本件傾斜が隠れた瑕疵に当たるな
どとして、瑕疵担保責任及び不法行為によ
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る損害賠償請求権に基づき、本件建物の補
修費用相当額、本件傾斜の調査費用相当額
等の支払を求めた事案において、本件傾斜
は余掘り部分の埋戻しの際の締固めが不十
分であったために生じた不同沈下に起因す
るなどとして、建築会社の過失を認める一
方、建物の傾斜は、売買契約における瑕疵
担保責任免除特約ただし書き所定の瑕疵に
含まれず、また、売主は本件売買契約時に
本件建物の傾斜につき悪意であったと認め
ることはできないから、本件特約によって、
売主は瑕疵担保責任を免れるなどと判示
し、建築会社に対する請求を一部認容した
事例。

おわりに

土地建物の瑕疵（契約不適合責任）につい
ては、多々紛争があるが、本事例では損害賠
償の認定にあたって、買主が居住・使用して
いた利益について損益相殺的な調整の対象と
して損害額から控除するのが相当とされた点
が興味深い。
最高裁では、使用利益を認定していない判

例もあるが、認定されるか否かは、個別の状
況を総合的に判断して決まると思われる。
また、本事例のような物件調査、説明義務

の必要性を満たさない不法行為については、
宅建業者への処分は厳しいものとなるため、
日常の業務において、物件調査、正確な説明、
不具合がある場合の対処責任等について明確
にした取引を行われるよう留意いただきい。
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